
確定申告書を作成する際の寄附金控除の入力について

国税庁ホームページ
確定申告書等作成コーナー

作成開始（新規に申告書や決算書・収支内訳書を作成）

印刷して提出（作成した申告書を印刷し、郵送等により提出します。）

所得税（所得税の確定申告書を作成します）

給与・年金の方（給与・年金専用）→ 「給与のみ」を選択された場合

※国税庁ホームページ確定申告作成コーナーを加工して作成

①給与所得の入力画面で、源泉徴収票に記載されている金額を入力してください。

②「所得控除の入力」画面で、「所得控除の種類：寄附金控除」欄の「入力する」ボタン
をクリックしてください。

②



③「寄附金控除、政党等寄附金等特別控除の入力」画面で、
「寄附年月日」と「寄附金の種類」を選択してください。

修学支援金へご寄附くださった方は、
「公益社団法人又は公益財団法人等
に対する寄附金」を選択してくださ
い。

修学支援金以外（徳島大学創立70周年記念事
業基金等）で徳島大学へご寄附くださった方は、
「上記以外の寄附金控除に該当する寄附金」
を選択してください。

④お住まいの都道府県および市区町村が「徳島大学への寄附」を条例指定しているか、
お住まいの都道府県および市区町村のホームページでご確認ください。

徳島市にお住まいの方は、徳島県・徳島市
ともに条例指定があるため、「住所地の都
道府県及び市区町村の両方が条例により指
定した寄附金」を選択してください。
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⑥作成した申告書は、徳島大学からお送りした「寄附金領収書」を添えて、住所地（事
業所を納税地として届出している場合は、事業所所在地）の所轄の税務署に提出してく
ださい。

⑤「支出した寄附金の金額」「寄附先の所在地」「寄附先の名称」を入力してください。
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